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函館市生活支援࣭介護予防体制整備推進協議体設置要綱新ᪧ対照表 

現    行 改  正  案 

函館市生活支援࣭介護予防体制整備推進協議会設置要綱 

 

 

 

 

㸦目的㸧 

第㸯条 介護保険法第㸯㸯㸳条ࡢ㸲㸳第㸰項第㸳号規定

生活支，࡚ࡗ࡞中心ࡀ市，ࡾࡓあࡿࡍ事業を実施ࡿࡍ

援等サ࣮ビࡢࢫ多様࡞提供主体間ࡢ情報共᭷ࡼ࠾び連

携࣭協働ࡢ推進を目的࡚ࡋ，函館市生活支援࣭介護予防

体制整備推進協議会㸦以ୗࠕ協議会ࠖいう。㸧を設置ࡍ

 。ࡿ

㸦協議事項㸧 

第㸰条 協議会ࡣ，ḟ掲ࡿࡆ事項を協議ࡿࡍ。 

(1) 地域資源ࡼ࠾び地域ニ࣮ࡢࢬ把握 

(「) 資源開発 

 創出ࡢ支援࣭ࢫサ࣮ビࡿࡍ不足地域  

 養成ࡢ担い手ࡢ支援࣭ࢫサ࣮ビ  

ウ 元気࡞高齢者ࡀ࡞担い手࡚ࡋ活動ࡿࡍ場ࡢ確

保 

(」) ネッࢺワ࣮ࡢࢡ構築 

 情報共᭷ࡢ関係者間  

 ࡾ体制࡙くࡢ連携ࡢ提供主体間ࢫサ࣮ビ  

(4) ニ࣮ྲྀࢬ組ࡢࡳマッチンࢢ 

マࡢ活動ࡢ提供主体ࢫサ࣮ビࢬ支援ニ࣮ࡢ地域  

ッチンࢢ 

地域࡞活用可能ࢬ活動ニ࣮ࡢ提供主体ࢫサ࣮ビ  

資源ࡢマッチンࢢ 

 

㸦組織㸧 

第㸱条 協議会ࡣ，委員㸯㸯人以内を࡚ࡗࡶ組織ࡿࡍ。 

㸰 委員ࡣ，ḟ掲ࡿࡆ者ࡢうࡽࡕ市長ࡀ指定ࡿࡍ。 

(1) 学識経験者 

(「) 地域包括支援ࢭンタ࣮関係者 

(」) 特定非営利法人，社会福祉法人，社会福祉協議会，地

縁組織，協ྠ組合，ボランࢸ団体，介護サ࣮ビࢫ事

業者，シルバ࣮人材ࢭンタ࣮等ࡢ，生活支援࣭ 介護予防

サ࣮ビࢫを提供ࡿࡍ事業主体ࡢ関係者 

(4) 函館市生活支援࣭ 介護予防体制整備事業ཷࡢ託法人

所属ࡿࡍ生活支援コ࣮ࢹネ࣮タ  ࣮

(5) 前号࡛掲ࡿࡆ者ࡢほ，市長ࡀ必要認ࡿࡵ者 

 㸦委員ࡢ任期等㸧 

第㸲条 委員ࡢ任期ࡣ㸯ᖺ以内ࡋࡔࡓ。ࡿࡍ，委員ࡀḞࡅ

残任期間ࡢ前任者，ࡣ任期ࡢ委員ࡢ補Ḟࡿࡅ࠾場合ࡓ

 。ࡿࡍ

㸰 委員ࡣ，再任ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ。 

㸦会長等㸧 

第㸳条 協議会ࡢ会長ࡣ，委員ࡢ互選ࢀࡇࡾࡼを定ࡿࡵ。 

㸰 会長ࡣ，協議会ࡢ事務を総理ࡋ，協議会を代表ࡿࡍ。 

㸱 会長事故ࡀあࡣࡁࡿ，あࡵࡌࡽ会長ࡢ指ྡࡿࡍ委

員ࡀ，副会長࡚ࡋそࡢ職務を代理ࡿࡍ。 

 㸦会議㸧 

函館市生活支援࣭介護予防体制整備推進協議体設置要綱 

㸦趣᪨㸧 

第㸯条 ࡢࡇ要綱ࡣ，函館市生活支援࣭ 介護予防体制整備事

業実施要綱規定ࡿࡍ第㸯層協議体㸦以ୗࠕ協議体 いࠖ

う。㸧ࡢ設置ࡘい࡚必要࡞事項を定ࡿࡍࡢࡶࡿࡵ。 

㸦目的㸧 

第㸰条 協議体ࡣ，第㸯層ࡢ生活支援コ࣮ࢹネ࣮タ (࣮以

ୗࠕコ࣮ࢹネ࣮タ࣮ࠖいう。)生活支援࣭介護予防

サ࣮ビࢫ㸦以ୗࠕ生活支援等サ࣮ビࠖࢫいう。㸧ࡢ多様

共᭷࣭ࡢ情報࡞定期的ࡿࡍ参画ࡀ提供主体等࡞ 連携強化ࡢ

場࡚ࡋ設置ࡋ，多様࡞主体間ࡢ情報共᭷ࡼ࠾び連携࣭ 協

働ࡿࡼ体制整備を推進ࡇࡿࡍを目的ࡿࡍ。 

㸦協議事項等㸧 

第㸱条 協議体ࡣ，ḟ掲ࡿࡆ事項ࡘい࡚協議ࡶࡿࡍ

 。ࡿࡍ活動を支援ࡢネ࣮タ࣮ࢹ第㸯層コ࣮，

(1) 地域ニ࣮ࢬ資源ࡢ状況ࡢ見えࡿ化関ࡇࡿࡍ 

(「) 地縁組織等多様࡞主体へࡢ協力依頼ࡢ࡞働ࡅࡁ

 ࡇࡿࡍ関

(」) 関係者ࡢネッࢺワ࣮ࢡ化関ࡇࡿࡍ 

(4) 目指ࡍ地域ࡢ姿࣭ 方針ࡢ共᭷，意識ࡢ統一ࡢ推進関

 ࡇࡿࡍ

(5) 生活支援ࡢ担い手ࡢ養成やサ࣮ビࡢࢫ開発関ࡿࡍ

 ࡇ

(6) ニ࣮ࢬサ࣮ビࡢࢫマッチンࢢ関ࡇࡿࡍ 

(7) 第㸰層コ࣮ࢹネ࣮タ࣮ࡼ࠾び第㸰層協議体へࡢ支

援ࡼ࠾び連携࣭協働関ࡇࡿࡍ 

 

 

 

㸦組織㸧 

第㸲条 協議体ࡢ委員ࡣ，ḟ掲ࡿࡆ構成団体等を࡚ࡗࡶ組

織ࡋ，市長ࡀ指定ࡿࡍ。 

(1) 学識経験者 

(「) 地域包括支援ࢭンタ࣮関係者 

(」) 特定非営利法人，社会福祉法人，社会福祉協議体，地

縁組織，協ྠ組合，ボランࢸ団体，介護サ࣮ビࢫ事

業者，シルバ࣮人材ࢭンタ࣮等ࡢ，生活支援等サ࣮ビࢫ

を提供ࡿࡍ事業主体ࡢ関係者 

(4) 第㸯層コ࣮ࢹネ࣮タ  ࣮

 

(5) 前号࡛掲ࡿࡆ者ࡢほ，市長ࡀ必要認ࡿࡵ者 

 㸦委員ࡢ任期等㸧 

第㸳条 委員ࡢ任期ࡣ㸰ᖺ以内ࡋࡔࡓ。ࡿࡍ，委員ࡀḞࡅ

残任期間ࡢ前任者，ࡣ任期ࡢ委員ࡢ補Ḟࡿࡅ࠾場合ࡓ

 。ࡿࡍ

㸰 委員ࡣ，再任ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ。 

㸦会長等㸧 

第㸴条 協議体ࡢ会長ࡣ，委員ࡢ互選ࢀࡇࡾࡼを定ࡿࡵ。 

㸰 会長ࡣ，協議体ࡢ事務を総理ࡋ，協議体を代表ࡿࡍ。 

㸱 会長事故ࡀあࡣࡁࡿ，あࡵࡌࡽ会長ࡢ指ྡࡿࡍ委

員ࡀ，副会長࡚ࡋそࡢ職務を代理ࡿࡍ。 

 㸦会議㸧 

 資料３



 「 

第㸴条 協議会ࡢ会議ࡣ，会長ࡀ招集ࡿࡍ。 

㸰 会長ࡣ，協議会ࡢ会議ࡢ議長ࡿ࡞。 

㸱 協議会ࡢ会議ࡣ，委員ࡢ半数以ୖࡀ出席ࡤࢀࡅ࡞ࡋ開く

 。い࡞ࡁ࡛ࡀࡇ

㸲 協議会ࡢ議事ࡣ，出席委員ࡢ過半数を࡚ࡗࡶ決ࡋ，可否

ྠ数ࡢ時ࡣ，会長ࡢ決ࡿࡼࢁࡇࡿࡍ。 

㸳 会長ࡣ，必要ࡀあࡿ認ࡣࡁࡿࡵ，協議会ࡢ会議委

員以外ࡢ者ࡢ出席を求ࡵ，そࡢ意見ࡣࡓࡲ説明を聴くࡇ

 。ࡿࡁ࡛ࡀ

 㸦個人情報等ࡢ保護㸧 

第㸵条 協議会ࡢ委員ࡼ࠾び会議出席を求ࡓࢀࡽࡵ者ࡣ，

職務ୖࡣࡓࡲ会議を通࡚ࡌ知ࡾ得ࡓ個人情報等を他漏

 。ࡿࡍ様ྠࡶ後ࡓ委員を退い，ࡓࡲ。い࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋࡽ

 㸦庶務㸧 

第㸶条 協議会ࡢ庶務ࡣ，保健福祉部࠾い࡚処理ࡿࡍ。 

 㸦補則㸧 

第㸷条 ࡢࡇ要綱定ࡢࡢࡶࡿࡵほ，協議会ࡢ運営関ࡋ

必要࡞事項ࡣ，会長ࡀ協議会諮࡚ࡗ定ࡿࡵ。 

   附 則   

 。ࡿࡍ施行ࡽᖹ成㸰㸵ᖺ㸲᭶㸯日，ࡣ要綱ࡢࡇ 

 

第㸵条 協議体ࡢ会議ࡣ，会長ࡀ招集ࡿࡍ。 

㸰 会長ࡣ，協議体ࡢ会議ࡢ議長ࡿ࡞。 

㸱 協議体ࡢ会議ࡣ，委員ࡢ半数以ୖࡀ出席ࡤࢀࡅ࡞ࡋ開く

 。い࡞ࡁ࡛ࡀࡇ

㸲 協議体ࡢ議事ࡣ，出席委員ࡢ過半数を࡚ࡗࡶ決ࡋ，可否

ྠ数ࡢ時ࡣ，会長ࡢ決ࡿࡼࢁࡇࡿࡍ。 

㸳 会長ࡣ，必要ࡀあࡿ認ࡣࡁࡿࡵ，協議体ࡢ会議委

員以外ࡢ者ࡢ出席を求ࡵ，そࡢ意見ࡣࡓࡲ説明を聴くࡇ

 。ࡿࡁ࡛ࡀ

 㸦個人情報等ࡢ保護㸧 

第㸶条 協議体ࡢ委員ࡣ，会議を通࡚ࡌ知ࡾ得ࡓ個人情報等

を他漏࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋࡽい。ࡓࡲ，委員を退いࡓ後ྠࡶ様

 。ࡿࡍ

 㸦庶務㸧 

第㸷条 協議体ࡢ庶務ࡣ，保健福祉部࠾い࡚処理ࡿࡍ。 

 㸦補則㸧 

第 10 条 ࡢࡇ要綱定ࡢࡢࡶࡿࡵほ，協議体ࡢ運営関

 。ࡿࡵ定࡚ࡗ諮協議体ࡀ会長，ࡣ事項࡞必要ࡋ

   附 則   

 。ࡿࡍ施行ࡽᖹ成㸰㸵ᖺ㸲᭶㸯日，ࡣ要綱ࡢࡇ 

   附 則 

 。ࡿࡍ施行ࡽᖹ成㸰㸶ᖺ㸲᭶㸯日，ࡣ要綱ࡢࡇ 

 

 


